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第３ 設置又は変更許可申請書の添付書類及び編纂順序 

 （設置の許可の申請書の様式及び添付書類）                        危省令第4条 

 （変更の許可の申請書の様式及び添付書類）                        危省令第5条 

 （申請書等の提出部数）                                 危省令第9条 

                                          

１ 設置又は変更の許可申請に係る図書の製本は、概ね次に定める順序に従い編纂するものとする。 

（1） 設置又は変更の許可申請書（危省令第4条、第５条） 

（2） 委任状 

（3） 構造設備明細書（危省令第4条第３項第１号、第5条第３項第１号） 

  ア、製造所等別 イ、20号タンク（屋外、屋内及び地下タンク） ウ、給油取扱所等の専用タンク 

（4） 工事の計画書及び工程表 

（5） 計算書 

（6） 承諾書等の写し 

（7） 付近見取図（危省令第4条第2項第2号、第5条第2項第2号） 

（8） 建築物その他の工作物（架構含む。）の配置図（危省令第4条第2項第1号、第5条第2項第1号） 

（9） 機器等の配置図（危省令第4条第2項第3号、第5条第2項第3号） 

（10）フロー図 

（11）工程説明書（製造（取扱）設備の概要） 

（12）機器リスト 

（13）構造図（危省令第4条第2項第4号、第5条第2項第4号） 

ア、建築物、架構、防火塀、隔壁等 イ、タンク類 ウ、塔槽類 

エ、熱交換器類  オ、ポンプ類 カ、その他設備（機械類、安全装置及び計装機器等） 

キ、基礎、架台及び配管ラック ク、防油堤 ケ、その他 

（14）設備図（危省令第4条第2項第5号、第３項第２号、第３号、第5条第2項第5号、第３項第２号、第３号） 

ア、排水設備図 イ、換気、排出設備図 ウ、電気設備図（計装設備を除く。） エ、接地設備図 

オ、避雷設備図 カ、消火設備図 キ、警報設備図 ク、避難設備図 

ケ、計装設備図 コ、その他   

（15）配管図 

（16）緊急時対策に係る機械器具その他設備（エンジニアリングフローシート又はP&Iで記載した場合を除く。） 

（17）危険要因対応設備等に関する書類（指定数量の倍数10以上の製造所又は一般取扱所に限る。）（ろ） 

   （危省令第4条第3項第3号の2、第5条第3項第3号の2） 

（18）危険物等データベース登録確認書又は確認試験結果報告書の写し 

（特異な危険物でその代表的なものに限る。） 

（19）特例適用内容書 
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２ 申請書等の作成に関しての留意事項は、次のとおりとする。（H9.3.26消防危第35号通知） 

（１）図書は、原則として JIS A4とし、左綴りとすること。 

ただし、A 4を超える図書を添付する場合については、A4に折りたたむこと。（★）  

（２）資料葉数が多い場合にあっては、分冊方式を採用し、当該分冊には一体の図書である旨の表示をすること。

（★） 

（３）図書の主要な部分には、図書の表題名を記載すること。（★）  

（４）図書の記号は、原則として JISに定めるものを用いること。 

ただし、規格以外のものを使用する場合は、凡例を明示すること。（★）  

（５）図書の文字は、原則として日本語表示とすること。 

なお、ローマ字等による省略文字（機器番号等は除く）を使用するときは、注意書又は凡例を明示するこ

と。また、国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の設置に係る図書については、申請書及び構造設備明細書の

内容を示す部分の関係図書は日本語に翻訳して添付すること。（★） 

（６）図面の縮尺は、特に定めのあるもの（設置又は変更の許可申請における移動タンク貯蔵所に係る図面並び

に消防用設備に係る添付図面） を除き任意とするが極度に縮尺する等、文字及び記号等が不明瞭で読み取れ

ないものは避けること。（★）  

（７）設備の図面は、製造業者等の発行するカタログ等をもって替えることができる。（★）  

（８）添付書類は、設計又は施工のために作成したもの等を活用することができる。 

（９）図書（設計図面を除く。）で使用する文字は、黒色とし鉛筆での記載は避けること。（★）  

（10）図書（図面）の色別をおこなう場合は次によること。（★）  

ア フロー図、付近見取図、配置図、構造図、設備図について申請範囲がわかりやすいように色別すること。

ただし、構造図、設備図については、図面の全部が新設又は変更する部分に該当するときは色別を省略で

きる。 

  イ 図面ごとに色別区分が異なることがないように、色別は極力一貫性をもたせること。 

  ウ 色別の例示 

設備等 色別 

危険物機器、危険物配管、電気設備、消火設備 赤色 

危険物貯蔵タンクのベント系（安全弁吹き出し配管等を含む） オレンジ色 

建築物（構造物）、基礎架台、接地、避雷、警報設備及び非危険物設備 緑色 

高圧ガス設備 黄色 

撤去設備 こげ茶色 

その他 適当な色 

（11）変更許可申請書には、変更に係る範囲、設備等の位置及び名称又は変更の内容を記載した図書を添付する

とともに、当該変更の申請範囲等が判別できるよう上記色別の例に従い表示すること。ただし非対象設備に

関しては、線を太くする等により変更箇所が判別できる場合に限り色別を省略することができる。（★） 

（12）変更許可申請書には、工事中の安全対策に係る図書等の添付は要しない。 

３ 危省令第4条又は第5条に規定する許可申請書に添付する位置、構造及び設備の図面等（移動タンク貯蔵所

を除く。）に関しての記載上の留意事項については次のとおりとする。（H9.3.26消防危第35号通知） 

（１）設置又は変更の許可申請書 

   記載方法については、第2「設置又は変更許可申請」の記載要領によること。 

（２）構造設備明細書 

４ 構造設備明細書の記入方法及び記入例 

  構造設備明細書の記入方法は次によること。 

なお、当該構造設備明細書の所定の欄に記入できない場合は、当該欄には、「別紙  ○参照」又は「別添
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資料○参照」と記入し、別紙若しくは別添資料に当該内容を記入すること。 

 また、該当しない欄は、斜線を引くこと。 

 


